
区
長
提
出
議
案

●
中
野
区
組
織
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

目
標
と
成
果
に
よ
る
管
理
に
基

づ
く
行
政
運
営
の
実
現
と
、
よ
り

価
値
の
高
い
区
民
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
目
的
と
し
て
、
事
業
部
制
の

導
入
を
柱
に
、
組
織
の
再
編
や
事

務
分
掌
の
変
更
を
行
い
ま
す
。

《
付
帯
意
見
》
総
務
委
員
会
で
は
、

本
議
案
を
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な

付
帯
意
見
を
付
け
ま
し
た
。

「
当
該
条
例
は
現
行
組
織
を
改
正

す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
野
区
の
体

制
を
一
変
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
区
民
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
区

民
に
分
か
り
や
す
い
組
織
づ
く
り
、

区
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
向
上
に

資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
万
全
を

期
し
、
職
員
に
お
い
て
は
意
識
改

革
を
徹
底
さ
れ
た
い
。」

●
中
野
区
に
お
け
る
平
和
行
政
の

基
本
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

平
和
基
金
の
基
本
額
を
２
億
円

か
ら
１
億
円
に
減
額
し
ま
す
。

●
中
野
区
用
品
調
達
基
金
条
例
を

廃
止
す
る
条
例

用
品
集
中
購
買
制
度
を
廃
止
す

る
こ
と
に
伴
い
、
基
金
を
廃
止
し

ま
す
。

●
中
野
区
公
共
料
金
支
払
基
金
条

例
を
廃
止
す
る
条
例

公
共
料
金
口
座
振
替
制
度
を
廃

止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
基
金
を
廃

止
し
ま
す
。

●
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
、

期
日
前
投
票
制
度
が
創
設
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
期
日
前
投
票
所
に

お
け
る
投
票
管
理
者
お
よ
び
投
票

立
会
人
の
報
酬
の
額
を
定
め
ま
す
。

●
中
野
区
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

印
鑑
登
録
原
票
の
登
録
事
項
の

う
ち「
男
女
の
別
」を
削
除
し
ま
す
。

●
中
野
区
保
育
所
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る

に
あ
た
り
、
指
定
管
理
者
の
指
定

の
手
続
き
、
管
理
の
基
準
、
業
務

の
範
囲
な
ど
を
規
定
し
ま
す
。

《
付
帯
意
見
》
区
民
委
員
会
で
は
、

本
議
案
を
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な

付
帯
意
見
を
付
け
ま
し
た
。

「
本
条
例
は
、
中
野
区
が
実
施
し

て
い
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
飛
躍
的

な
向
上
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
区
民
へ
の
説
明
責
任

を
果
た
す
と
も
に
、
保
護
者
な
ど

の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
最
大

限
の
努
力
を
さ
れ
た
い
。」

●
中
野
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

所
得
制
限
の
適
用
に
あ
た
り
、

父
又
は
母
の
監
護
す
る
児
童
が
、

児
童
を
監
護
し
て
い
な
い
母
又
は

父
か
ら
、
児
童
の
養
育
に
必
要
な

費
用
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、

児
童
を
監
護
す
る
父
又
は
母
が
そ

の
費
用
の
支
払
い
を
受
け
た
も
の

と
み
な
し
て
、
所
得
の
額
を
計
算

す
る
こ
と
を
規
定
し
ま
す
。

●
中
野
区
特
別
工
業
地
区
建
築
条
例

東
京
都
特
別
工
業
地
区
建
築
条

例
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

建
築
物
の
建
築
制
限
や
違
反
者
へ

の
罰
則
な
ど
を
規
定
し
ま
す
。

●
中
野
区
自
転
車
等
放
置
防
止
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

自
転
車
等
駐
車
整
理
区
画
を
設

定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
利
用
対

象
者
、
利
用
手
続
き
、
手
数
料
な

ど
を
規
定
し
ま
す
。

●
中
野
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
区
人
事
委
員
会
の
勧
告
に

基
づ
き
、
職
員
の
給
与
を
０
・
７９

％
引
き
下
げ
ま
す
。

●
中
野
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

特
別
区
人
事
委
員
会
の
勧
告
に

基
づ
き
、
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給

与
を
０
・
７９
％
引
き
下
げ
ま
す
。

●
中
野
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

退
職
手
当
の
最
高
支
給
率
の
引

下
げ
お
よ
び
勤
続
期
間
ご
と
の
支

給
割
合
の
変
更
を
行
い
ま
す
。

●
中
野
区
議
会
議
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

基
準
と
な
る
職
員
の
給
料
の
額

が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
議

員
の
報
酬
な
ど
を
改
定
し
ま
す
。

●
中
野
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

基
準
と
な
る
職
員
の
給
料
の
額

が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
区

長
な
ど
の
給
料
な
ど
を
改
定
し
ま
す
。

●
中
野
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

基
準
と
な
る
職
員
の
給
料
の
額

が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
教

育
長
の
給
料
な
ど
を
改
定
し
ま
す
。

議
員
提
出
議
案

●
意
見
書（
２
件
・
次
項
に
掲
載
）

国
立
国
会
図
書
館
に
恒
久
平

和
調
査
局
の
設
置
を
求
め
る

意
見
書

国
立
国
会
図
書
館
に
恒
久
平
和

調
査
局
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め

た
「
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
」（
衆
法
１８

号
）
は
第
１
５
０
回
国
会
に
提
出

さ
れ
、
第
１
５
７
回
国
会
で
審
議

未
了
と
な
り
ま
し
た
。

恒
久
平
和
調
査
局
の
設
置
目
的

は
、「
今
次
の
大
戦
及
び
こ
れ
にさん

先
立
つ
一
定
の
時
期
に
お
け
る
惨

か禍
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
我

が
国
民
の
理
解
を
深
め
、
こ
れ
を

次
代
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
ア
ジ

ア
地
域
の
諸
国
民
を
は
じ
め
と
す

る
世
界
の
諸
国
民
と
我
が
国
民
と

の
信
頼
関
係
の
醸
成
を
図
り
、
も

っ
て
我
が
国
の
国
際
社
会
に
お
け

る
名
誉
あ
る
地
位
の
保
持
及
び
恒

久
平
和
の
実
現
に
資
す
る
」
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

戦
争
中
の
歴
史
的
な
事
実
を
公

正
中
立
な
立
場
か
ら
調
査
し
、
各

国
で
共
有
化
す
る
こ
と
は
、
国
際

社
会
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
課

題
で
あ
り
、
国
会
が
率
先
し
て
歴

史
認
識
の
基
礎
と
な
る
歴
史
事
実

を
検
証
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
意

義
を
持
つ
も
の
と
考
え
ま
す
。

よ
っ
て
、
中
野
区
議
会
は
、
国

会
に
対
し
、
国
立
国
会
図
書
館
に

恒
久
平
和
調
査
局
を
設
置
す
る
こ

と
を
求
め
ま
す
。

〈
衆
議
院
議
長
、参
議
院
議
長
あ
て
〉

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の

改
正
を
求
め
る
意
見
書

廃
棄
物
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
が

深
刻
化
し
て
い
く
中
で
、
国
は
平

成
１２
年
（
２
０
０
０
年
）
４
月
に

容
器
包
装
廃
棄
物
の
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
目
的
と
し
た

「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」
を

完
全
施
行
し
ま
し
た
。「
容
器
包

装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」
で
は
自
治
体

が
分
別
回
収
、
運
搬
、
選
別
、
保

管
を
行
い
、
事
業
者
が
再
商
品
化

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
回

収
、
運
搬
、
選
別
、
保
管
は
、
税

金
で
行
わ
れ
る
た
め
、
厳
し
い
自

ひ
っ

ぱ
く

治
体
財
政
を
さ
ら
に
逼
迫
さ
せ
て

い
ま
す
。
一
方
、
事
業
者
に
よ
る

再
商
品
化
の
費
用
は
、
再
生
利
用

全
体
の
費
用
の
中
で
軽
い
負
担
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
再
生
利
用
が

で
き
る
ワ
ン
ウ
ェ
イ
容
器
が
大
量

生
産
、
大
量
使
用
さ
れ
続
け
て
お

り
、
発
生
抑
制
に
結
び
つ
い
て
い

ま
せ
ん
。

平
成
１２
年（
２
０
０
０
年
）６
月

に
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本

法
」
が
施
行
さ
れ
、
発
生
抑
制
、

再
使
用
、
再
生
利
用
の
優
先
順
位

お
よ
び
製
品
廃
棄
後
も
再
生
利
用

に
つ
い
て
事
業
者
が
一
定
の
責
任

を
負
う
拡
大
生
産
者
責
任
が
規
定

さ
れ
ま
し
た
。「
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
」
に
お
い
て
も
、
拡
大

生
産
者
責
任
を
よ
り
強
化
し
、
再

生
利
用
の
み
で
な
く
発
生
抑
制
が

さ
れ
る
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

よ
っ
て
中
野
区
議
会
は
、
発
生

抑
制
、
再
使
用
、
再
生
利
用
を
推

進
し
、
真
の
循
環
型
社
会
の
形
成

を
目
指
す
た
め
、
以
下
の
内
容
を

含
む
「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

法
」
の
改
正
を
求
め
ま
す
。

１

回
収
、
運
搬
、
選
別
、
保
管

に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
、製
造
・

販
売
事
業
者
に
負
担
を
課
す
こ
と
。

２

発
生
抑
制
、
再
使
用
、
再
生

利
用
の
優
先
順
位
で
推
進
す
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
盛
り
込
む
こ

と
。

〈
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚

生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、環
境
大
臣
あ
て
〉

可
決
し
た
議
案

可
決
し
た
意
見
書

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会はははははははははははははははははははははははははははは、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼礼等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等のののののののののののののののののののののののののののの廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止をををををををををををををををををををををををををををを
決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議ししししししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

贈贈ららなないい 求求めめなないい 受受けけ取取ららなないい

虚礼等廃止の主な事項
●時候の挨拶状の送付
●中元、歳暮等の贈答
●慶事、弔事についての廃止事項
�祝儀、香典、供花の贈与 �祝電、弔電等の発送
●病気等の見舞における金品等の贈与
●新聞、雑誌、名簿、掲示板等への広告
●各種行事、各種団体に対する寄付・カンパ、祝儀、
祝電、金品等の贈与等

※本人または配偶者が出席する場合は、会費相当額
を限度とする。

意見の分かれた案件（第４回定例会）
【○：賛成 ×：反対 ―：退席】

結

果

区長提出議案

可 決

可 決

可 決

陳 情

不採択

不採択

不採択

※議員数は議長を除く。

会派の略称 公 明：公 明 党 議 員 団、 自・民：自由民主党・民社クラブ、 共 産：日本共産党議員団

Ｔ自民：ＴＯＫＹＯ自民党中野区議団、民主ク：民主クラブ、無所属：無所属の会、市 民：市民自治

市

民
�

○

○

○×

×

×

×

無
所
属
�

×

×

○×

○

○

○

民
主
ク
�

○

○

○

×

×

×

Ｔ
自
民
�

○

○

○

×

×

×

共

産
�

×

×

×

○

○

○

自
・
民
�

○

○

○

×

×

×

公

明
�

○

○

○

×

×

×

会派名
（議員数）

件 名

中野区組織条例の一部を改正する条例

中野区保育所条例の一部を改正する条例

中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

（１５）第３５号陳情 国民医療の拡充を求める意見書を国に提出する
ことについて

（１５）第４１号陳情 区立保育園運営委託・民営化について、行政の
情報提供と説明責任を求め、平成１６年度の区立保育園運営委
託を、重点事項からはずすよう求めることについて（２項）

（１５）第４４号陳情 宮園保育園運営委託について、行政の情報提供
と説明責任を求め、平成１６年度の区立保育園運営委託を、重
点事項からはずすよう求めることについて（２項）

（１５）第４５号陳情 区立保育園運営委託・民営化について、行政の
情報提供と説明責任を求め、平成１６年度の区立保育園の運営
委託を、重点事項からはずすよう求めることについて（２項）

（１５）第４６号陳情 平成１６年４月からの宮園保育園の運営委託の延
期と延期期間中における同保育園での産休明け保育の実施に
ついて

■■第
■■4
■■回
■■定
■■例
■■会

■■第
■■4
■■回
■■定
■■例
■■会
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